
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和３年５月３１日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 青山直道

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

長久手の観光交流について

愛知万博を機に設立された長久手市観光交流推進会議

が、平成２８年 1月観光交流協会になり、平成３１年４月

に一般社団法人化し、リニモテラス公益施設やジブリパー

ク等の状況変化により、平成２７年に策定した第２次長久

手市観光交流基本計画の追補版が令和２年３月に策定され

た。

⑴ 長久手における観光の重要度をどのようにとらえてい

るか。

⑵ 期待されるジブリパークによる長久手における経済効

果等の調査研究をしたのか。

⑶ 現在考えられる長久手の観光資源は何があるか。

⑷ 観光交流協会に何を期待するのか。

⑸ リニモテラス公益施設、長久手中央２号公園をどのよ

うに活用するのか。

⑹ 古戦場公園の役割は何か。また、延期した再整備を策

定されている基本設計で行うのか。

⑺ ジブリパークの門前町として何を行うのか。

⑻ 観光資源と考えられる香流川、遊歩道、砂防公園など

の活用はどのように考えているのか。


